
プラスチックの分別区分変更に係る住民説明会　主な質疑応答一覧

項目

項番 質問 回答

1

　７月の最初の回収日から始まるのでしょう
か。

　７月１日の資源回収日から回収します。

2

　「プラスチック」の回収は、プラスチックだ
けを回収する車で来るのでしょうか。それとも
現在資源を回収している車で回収するのでしょ
うか。

　資源品目ごとに搬入先が異なるので、プラス
チック専用の回収車で回収します。

3

　本町リサイクルセンターで行っている資源回
収では、プラスチックも対象となるのでしょう
か。

　集積所での回収との同一の方法で回収出来る
か、現在検討中です。

4

　プラスチックがまとめて排出された後、最終
的に容リプラと製品プラに分けられるとのこと
ですが、誰が選別して、その選別に係る費用は
誰が負担するのでしょうか。

　区が委託する事業者が選別作業（中間処理）
を行い、その委託費用は区が負担します。

5

　主な資源化物の３種類（パレット、コークス
炉化学原料、ＲＰＦ）のうち、それぞれどのく
らいの比率で再生されるのでしょうか。

　全体の６～７割がパレットまたはコークス炉
化学原料で、残りの３～４割がＲＰＦと想定し
ています。

6

　プラスチックをリサイクルするということ
は、リサイクル事業者にプラスチックを売ると
いうことでしょうか。

　ペットボトルや紙類等の品目は利益が出ます
が、プラスチックは値が付かず、お金をかけて
リサイクルを行うこととなります。

7

　プラスチックを分別すると燃焼効率のいいプ
ラスチックごみが減ることになるので、今の清
掃工場の焼却効率は下がらないのでしょうか。

　今の清掃工場は焼却温度を必ず８００度以上
に保つことが法律で定められています。
　プラスチックの分別により可燃ごみからプラ
スチックの搬入量が減ったとしても、全体量か
ら見れば少量のため、燃焼温度に特段影響は生
じません。

8

　資源回収がうまくいった場合、最終処分場の
延命化に具体的にどのくらいの効果があるので
しょうか。

　ごみや資源物は重量換算しかできないため、
プラスチックを除くと容量はかなり減らせます
が、重量でいうと渋谷区の可燃ごみの年間量
（焼却灰）の２％ぐらいの削減効果となりま
す。

施策全体に関する質問など
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9

　今回のプラスチックの資源回収は２３区以外
も含めて同時に実行するのでしょうか。各区に
よって違う状況なのでしょうか。

　現在、２３区のうち全てのプラスチックを回
収しているのは２区、容器包装プラスチックだ
けを回収しているのは１０区です。
　全国的に見ても全てのプラスチックを回収を
実施している自治体はまちまちだと思われま
す。

10

　住民にとっては負担となりますが、容リプラ
と製品プラを分別して排出させたほうが、業者
への費用負担が抑えられるので、住民へ分別を
お願いしたほうがいいのではないでしょうか。

　排出元から分別していただいた方が選別に係
る費用は抑えられますが、様々な方法を検討し
た結果、容リプラだけでなくプラスチック全て
を可燃ごみから資源へ変えていきたいという考
えや住民に対する利便性の観点から、プラス
チックをまとめて排出していただく方法を選択
しました。

11

　現在の収集日は「可燃ごみ」週２回、「資
源」週１回、「不燃ごみ」月１回ですが、住民
からすると「可燃ごみ」の大半がプラスチック
ごみであり、今まで以上に資源の量が排出され
ます。
　収集回数についての変更等は検討しているの
でしょうか。

　様々な方法を検討しましたが、「可燃ごみ」
は容積だけでの問題ではなく、生ごみの臭気等
の衛生面の観点から、週２回としています。
　プラスチック類は腐敗したり臭気が発生しに
くく、他の資源品目の回収日と併せて週１回と
しました。

12

　事業者への取り組みはどう考えているので
しょうか。

　事業者から排出されるプラスチックごみは、
産業廃棄物として事業者が適正処理しなければ
ならないと定められています。
　事業系ごみは、基本的には民間同士での契約
であり、契約内容が決まっているため、そこに
手を加えることは難しいです。
　なお、小規模な事業者のうち、事業系有料ご
み処理券を貼付し、区が回収している場合は同
じルールで行います。


